
 

福井市障がい者自立支援協議会設置要綱 新旧対照表 

改正後（案） 現行 

福井市障がい者自立支援協議会設置要綱 福井市障がい者自立支援協議会設置要綱 

（運営会議） （運営会議） 

第６条 協議会の運営及び調整を行うため、運営会

議を置くことができる。 

第６条 協議会の運営及び調整を行うため、運営会

議を置くことができる。 

２ 運営会議は、次に掲げる者により構成する。 （新設） 

（１）第５条に規定する会長  

（２）第７条に規定する専門部会の部会長  

（３）第１０条に規定する相談支援事業者連絡会の

代表者 

 

（４）前号に掲げる者のほか、会長が必要と認めた

者 

 

３ 運営会議は、第２条に規定する所掌事項の協議

を行い、軽微な事項に関する決定を行うほか、次

に掲げる事項を協議又は決定を行う。 

２ 運営会議は、次に掲げる事項を協議する。 

（１）個別支援における課題等の集約及び整理 （１）個別支援における課題等の集約及び整理 

（２）地域課題等についての協議、専門部会への課

題提起 

（２）地域課題等についての協議、専門部会への課

題提起 

（３）専門部会間の調整 （３）専門部会間の調整 

（４）前号に掲げるもののほか、協議会の運営に必

要な事項 

（４）前号に掲げるもののほか、協議会の運営に必

要な事項に係る協議 

４ 運営会議は、市障がい福祉課が招集し、会議の

進行を行う。 

（新設） 

５ 運営会議での協議結果は全体会で報告するも

のとする。 

（新設） 

附 則  この要綱は、平成１９年９月１日から施

行する。 

附 則  この要綱は、平成１９年９月１日から施

行する。 

附 則  この要綱は、平成２１年１０月１日から

施行する。 

附 則  この要綱は、平成２１年１０月１日から

施行する。 

附 則  この要綱は、平成２３年４月１日から施

行する。 

附 則  この要綱は、平成２３年４月１日から施

行する。 

附 則  この要綱は、平成２６年４月１日から施

行する。 

附 則  この要綱は、平成２６年４月１日から施

行する。 

附 則  この要綱は、平成２７年４月１日から施

行する。 

附 則  この要綱は、平成２７年４月１日から施

行する。 

附 則  この要綱は、平成２９年４月１日から施

行する。 

附 則  この要綱は、平成２９年４月１日から施

行する。 

資料２－１ 



 

附 則  この要綱は、令和元年７月２５日から施

行する。 

附 則  この要綱は、令和元年７月２５日から施

行する。 

附 則  この要綱は、令和２年４月１日から施行

する。 

附 則  この要綱は、令和２年４月１日から施行

する。 

附 則  この要綱は、令和３年４月１日から施行

する。 

附 則  この要綱は、令和３年４月１日から施行

する。 

附 則  この要綱は、令和５年４月１日から施行

する。 

 

 


